
し
た
。
地
域
計
画
の
対
象
農
地
を
農
地
以

外
の
目
的
で
利
用
す
る
場
合
は
、
地
域
計

画
の
変
更
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

町
で
は
、
令
和
７
年
度 

第
４
回
地
域
計
画

変
更
申
出
を
次
の
期
間
で
受
付
し
ま
す
。

地
域
計
画
変
更
後
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

農
振
農
用
地
区
域
内
の
農
地(

青
地)

を

農
地
以
外
の
目
的
で
利
用
す
る
場
合
な
ど

は
農
業
振
興
地
域
の
変
更
手
続
き
、
農
振

農
用
地
区
域
外
の
農
地(

白
地)

を
農
地

以
外
の
目
的
で
利
用
す
る
場
合
は
、
農
地

転
用
許
可
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

地
域
計
画
の
対
象
農
地
や
申
請
様
式
等
に

つ
い
て
は
、
農
業
政
策
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
1
月
８
日（
木
）～
26
日（
月
）

　
※
平
日
の
み
と
な
り
ま
す

申
請
先
・
問
合
せ　
農
業
政
策
課

　

☎️
０
２
９
２ー
８
８ｰ

５
２
９
５
（
直
通
）

　

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
た
い
と
検
討

し
て
い
る
方
や
親
族
が
適
切
に
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
、
成
年
後

見
制
度
に
関
す
る
無
料
相
談
会
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

日　
時　
１
月
28
日（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場　
所　
城
里
町
役
場
1
階

　
1
0
1
会
議
室

対
象
者

　
県
央
地
域
成
年
後
見
支
援
事
業
圏
域（
城

里
町
等
）に
お
住
ま
い
の
方
、
も
し
く
は
被

〈
訂
正
と
お
詫
び
〉

　
令
和
７
年
12
月
発
行
「
広
報
し
ろ
さ
と
」

に
お
い
て
、
次
の
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

７
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
「
第
49
回 

茨

城
県
な
ぎ
な
た
大
会
」
出
場
者
の
氏
名
に

つ
い
て

　
【
誤
】
武
藤 

美
留
久
さ
ん

　
【
正
】
武
藤 

美
瑠
久
さ
ん

後
見
人
等（
利
用
を
検
討
さ
れ
る
方
も
含

む
）が
お
住
ま
い
の
方
で
、
こ
れ
か
ら
成
年

後
見
制
度
を
利
用
し
た
い
と
検
討
さ
れ
て

い
る
方
、
既
に
成
年
後
見
人
、
保
佐
人
、

補
助
人
、
任
意
後
見
人
と
し
て
活
動
を
し

て
い
る
方

相
談
員

　

弁
護
士
等
法
律
の
専
門
家
、
開
催
市
町

村
福
祉
担
当
部
署
職
員
、
開
催
市
町
村
社

協
権
利
擁
護
事
業
等
に
係
る
担
当
職
員
、

水
戸
市
社
会
福
祉
協
議
会
権
利
擁
護
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
職
員
等

定　
員　
先
着
３
組

定　
員　
電
話
に
よ
る
申
込
み

申
込
期
限　
１
月
21
日（
水
）

申
込
先
・
問
合
せ

　

水
戸
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

権
利
擁
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
９ｰ

３
０
９ｰ

５
０
０
１

　

水
戸
北
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

に
併
設
さ
れ
た
バ
ス
乗
り
場
か
ら
、
高
速

バ
ス
東
京
線
「
ひ
た
ち
号
」、「
東
京
デ
ィ

ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
®
」
線
に
乗
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
茨
城
県
道
路
公

社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

駐
車
料
金　
１
回
５
０
０
円

問
合
せ　
茨
城
県
道
路
公
社

　

☎
０
２
９
ー
３
０
１
ー
１
１
３
１

（広 告）

　

城
里
町
上
下
水
道
課(

水
道
事
業)

で

は
、
調
査
会
社
に
委
託
し
て
、
地
下
に
埋

設
さ
れ
て
い
る
水
道
管
の
漏
水
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
調
査
は
道
路
の
ほ
か
、
敷
地

内
の
水
道
メ
ー
タ
ー
や
止
水
栓
の
漏
水
も

調
べ
る
た
め
、
お
客
様
の
敷
地
内
に
立
ち

入
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
の
結
果
、
漏
水
の
疑
い
が
あ
る
場
合

は
、
お
声
が
け
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

調
査
員
が
費
用
を
請
求
し
た
り
、
物
品
の

販
売
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

調
査
期
間　
１
月
～
２
月

調
査
時
間　

（
敷
地
内
調
査
） 

午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時

（
道
路
調
査
） 

夜
間
の
静
か
な
時
間
帯

問
合
せ　
上
下
水
道
課（
水
道
事
業
）

　

☎️
０
２
９ｰ

２
８
８ｰ

３
１
１
１

　
　
（
内
線
２
８
３
）

　

令
和
５
年
４
月
に
改
正
さ
れ
た
農
業
経

営
基
盤
強
化
促
進
法
に
よ
り
、
町
で
は
令

和
７
年
３
月
に
地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
ま

漏
水
調
査
の
お
知
ら
せ

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

令
和
７
年
度

第
４
回
地
域
計
画
変
更

申
出
の
受
付
に
つ
い
て

水
戸
北
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

駐
車
場
を
利
用
し
ま
せ
ん
か

19 広報しろさと　2026.1


